
 

発議第 ７ 号 

 

 

介 護 職 員 の 賃 金 引 上 げ が 確 実 に 実 施 さ れ る こ と を 求 め る 意 見 書 に

ついて 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年６月２２日提出 

         提出者 

流山市議会議員 西川 誠之 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 西尾 段 

〃    藤井 俊行 

 

 

 

  



 

介護職員の賃金引上げが確実に実施されることを求める意見書 

 

川崎市の老人ホームでの転落死事件は、介護職の勤務のきつさや処遇が

十分ではないことにも注目が集まった。 

厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、介護職の平均賃金は、す

べての産業の平均より約９万円低い月約２１万円となっている。将来の生

活への不安から就職を避けたり、辞めたりするケースも多い。 

そこで厚生労働省は、２００９年度から３年間、介護職員の賃金アップ

分に交付金を充てた。交付金廃止後も、介護報酬改定で介護保険を財源に、

賃金アップ分を上乗せし、２０１５年度の報酬改定でも月１万２千円分上

乗せしてきた。 

しかしながら、上乗せ分を受け取るには事業者が一定の要件を満たす必

要があり、実際に引き上げている事業者は全体の７割ほどにとどまってい

る。 

そこで政府に対し、介護職員の賃金引上げが確実に実施されるよう強く

求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
平成２８年６月２２日  

 
衆議院議長  大島 理森 様  
参議院議長  山崎 正昭 様  
内閣総理大臣 安倍 晋三 様  
厚生労働大臣 塩崎 恭久 様  
財務大臣   麻生 太郎 様  

 

千葉県流山市議会  

 



 

発議第 ８ 号 

 

 

長時間労働等の是正に向けた関係法令の制定を求める意見書につい

て 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年６月２２日提出 

         提出者 

流山市議会議員 藤井 俊行 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 西尾 段 

〃    西川 誠之 

 

 

 

 

 

  



 

長時間労働等の是正に向けた関係法令の制定を求める意見書 

 

日本では、ヨーロッパと違い、労働基準法で残業時間の上限を定めてお

らず、多くの職場で長時間労働が広がり、サービス残業にいたるケースも

少なくない。 

終身雇用制がくずれ、非正規雇用が拡大し、就職活動の厳しさが増す中、

労働環境の是正を雇用主任せにすることにも限界がある。 

そこで政府に対し、働く者の生活と健康の保持、安定した雇用の拡大を

めざし、下記の項目について、早期に着手するよう強く求める。 

記 

１ 労働時間の延長については、残業の上限を法律で規制すること。ま

た、次の勤務までに連続休息時間（勤務間インターバル）を保障する

など、労働者の健康や仕事と生活の調和が守られるものになるよう制

度を構築すること。 

２ 裁量労働制の導入にあたっては、会社にいた時間などを使用者が把

握・記録し、省令で定める時間を超えない仕組みとすること。 

３ 使用者に、事業場ごとに「労働時間管理簿」を作成し、労働者ごと

に始業・就業時刻と労働時間を記入する義務を課す制度を創設するこ

と。 

４ 厚生労働大臣は、関係法令等に違反した者の名や違反行為内容を公

表するなど、自粛と抑制をうながすこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２８年６月２２日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様 

経済産業大臣 林 幹雄 様 

法務大臣   岩城 光英 様 

内閣官房長官 菅 義偉 様 

 

千葉県流山市議会  



 

発議第 ９ 号 

 

 

すべてのひとり親世帯に光をあてる支援を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年６月２２日提出 

         提出者 

流山市議会議員 西尾 段 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 西川 誠之 

〃    藤井 俊行 

 

 

  



 

すべてのひとり親世帯に光をあてる支援を求める意見書 

 

ひとり親世帯の貧困率は、５４．６％にものぼりＯＥＣＤ３４か国で最

悪となるもとで、児童扶養手当受給率は、母子世帯７３．２％、父子世帯

４５．９％にものぼり、児童扶養手当は、ひとり親世帯の「命綱」といえ

る。 

そこで国会では、ひとり親世帯に支給する児童扶養手当について、第２

子以降の加算額を増額する改正児童扶養手当法が本年５月２日の参議院本

会議で、全会一致で可決、成立し、改善を図った。さらに、参議院厚生労

働委員会での附帯決議では、児童扶養手当の隔月支給や給付型奨学金の創

設や授業料減免措置の充実などが盛り込まれ、衆議院での決議内容から大

幅に拡充された。 

ひとり親世帯を取り巻く環境は、母子世帯の母の就業率は、８０．６％

で世界でも最上位であるが、正規雇用は３９．４％のみで多くの母はワー

キングプアといえる。また、本市におけるひとり親家庭のうち、法改正の

対象外、つまり児童扶養手当が増額されない子ども一人のひとり親世帯は

６割を占めている現状からも、ひとり親世帯へのサポートは必須である。 

そこで政府に対し、全会一致となった参議院厚生労働委員会での附帯決

議を早期に具現化するよう強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２８年６月２２日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様 

文部科学大臣 馳 浩 様 

財務大臣   麻生 太郎 様 

 

千葉県流山市議会  

 

 



 

発議第 １０ 号 

 

 

介 護 保 険 制 度 に お け る 軽 度 者 へ の 福 祉 用 具 貸 与 及 び 住 宅 改 修 の 継

続を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年６月２２日提出 

         提出者 

流山市議会議員 徳増 記代子 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 植田 和子 

〃    小田桐 仙 

〃    乾 紳一郎 

  



 

介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修の継続を

求める意見書 

 

平成２７年６月、「経済財政運営と改革の基本方針２０１５」（骨太方針）

が閣議決定された。この方針には、社会保障分野の歳出を重点的に削減す

るため、次期介護保険制度改革に向けて、「軽度者に対する生活援助サー

ビス・福祉用具貸与等やその他の給付について、給付の見直しや地域支援

事業への移行を含め検討を行う」ことが盛り込まれている。また、財政制

度等審議会の財政制度分科会においては、軽度者に対する福祉用具貸与及

び住宅改修について、原則として自己負担する制度への切替えが提案され

ているところである。 

しかしながら、現行の介護保険制度による福祉用具のサービスは、居宅

サービス計画（ケアプラン）に基づき、適正に利用されている。これによ

って、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極め

て重要な役割を果たしている。 

仮に、福祉用具貸与や住宅改修の利用が原則として自己負担することに

なれば、手すり、歩行器等の利用が減り、転倒、骨折などが発生しやすく

なり、介護度の重度化を招くことで訪問介護等の人的サービスの利用が増

大することになりかねない。このことは、保険給付の抑制という目的に反

して、かえって保険給付の増大を招き、介護人材の不足に拍車をかけるこ

とにもなりかねない。 

よって、本市議会は、今後の超高齢社会に向けて、軽度者向けの福祉用

具貸与及び住宅改修の利用については、現行どおり介護保険の保険給付の

対象として継続することを強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

２０１６年６月２２日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

財務大臣   麻生 太郎 様 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様 

内閣府特命担当大臣 石原 伸晃 様 
(社会保障・税一体改革担当) 

 

千葉県流山市議会  

 

 



 

発議第 １１ 号 

 

 

九州電力川内原発の即時運転停止、伊方原発の再稼働延期を求める

意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年６月２２日提出 

         提出者 

流山市議会議員 乾 紳一郎 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 植田 和子 

〃    徳増 記代子 

〃    小田桐 仙 

 

 

  



 

九州電力川内原発の即時運転停止、伊方原発の再稼働延期を求める意見書 

 

２０１６年４月に発生した熊本地震は、布田川断層帯で発生し、その後、

北東側や南西側の断層帯へと震源地が広がった。観測史上初めて震度７を

連発し、震源域は１００キロを超えて広がるなど、極めて活発で異例づく

しの推移をたどっている。また内陸型地震としては最多ペースで余震回数

を更新している。しかもこの断層は、日本最大級といわれる『中央構造線

断層帯』の延長線にあたることから、現在動いている断層帯の延長部に活

動が広がる可能性を言及する専門家もいる。そんな中で、現在稼働してい

る九州電力川内原発は、今回震源地の一つとなった日奈久（ひなく）断層

の延長線に位置している。 

熊本地震の最大加速は益城町で１５８０ガルであったが、川内原発の基

準地震動は６２０ガル、伊方原発の基準地震動は６５０ガルといわれてい

る。熊本地震レベルのものが川内原発近くで発生した場合、避難する主要

手段の一つである九州自動車道が全面復旧していない今、大事故・大惨事

へと結びかねない。さらには、立ち入り禁止区域の設定、子どもの健康調

査、集団避難など復旧・復興への取り組みが長期間、広域にわたり制限さ

れかねない。 

よって、川内原発の即時運転停止、伊方原発の再稼働延期を政府に要請

する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

２０１６年６月２２日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

経済産業大臣 林 幹雄 様 

鹿児島県知事 伊藤 祐一郎 様 

 

千葉県流山市議会  

 



 

発議第 １２ 号 

 

 

性暴力被害者への支援強化を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年６月２２日提出 

         提出者 

流山市議会議員 植田 和子 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 徳増 記代子 

〃    小田桐 仙 

〃    乾 紳一郎 

 

 

 

 

 

  



 

性暴力被害者への支援強化を求める意見書  
 
警 察 庁の 報 告 に よ る と強 姦 と 強 制 わ いせ つ の 認 知 件 数は 、 ２ ０ ０ ５ 年

１万２５００件余のピーク時と比較すれば減っているものの、２０１５年

には８６００件余も起きている。性被害者の方は、命を奪われたり、けが

をしたり、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけで

はなく、事件に遭ったことによる精神的ショック、身体の不調、妊娠の心

配、医療費の負担、失職・転職などによる経済的困窮、捜査や裁判の過程

における精神的、時間的負担、周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミ

の取材、報道による精神的被害など、被害後生じる様々な問題に苦しめら

れる。それらのことを想定し、誰にも打ち明けられず自殺に追い込まれる

事例もある。  
政府は、必要な支援機関の紹介や連絡、被害者の負担を減らすことを目

的に相談窓口『ワンストップ支援センター』や各都道府県警察による「性

犯罪被害１１０番」を設置し、成果をあげている。しかし、支援センター

は全国で２７カ所しか整備できておらず、性犯罪の多くが発生する時間帯

での開所が不十分である。そこで、下記の点について政府に求める。  
記  

１ 性被害者における支援等を定める法律を整備し、支援体制強化に向

けた予算措置を図ること。  
２ 国や都道府県においては（仮称）被害者支援計画を策定し、継続的

な支援につなげること。  
３ 『ワンストップ支援センター』の更なる増設に取り組むこと。  
４ 当事者や専門的に支援している民間団体も含め性暴力被害者の実態

に合った支援をするための連絡会議等を設置すること。  
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
 
２０１６年６月２２日  

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

法務大臣   岩城 光英 様 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様 

国家公安委員長 河野 太郎 様 

一億総活躍担当大臣 加藤 勝信 様 

内閣官房長官 菅 義偉 様 

 

千葉県流山市議会  



 

発議第 １３ 号 

 

 

被災者の生活再建を支援する制度改正を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年６月２２日提出 

         提出者 

流山市議会議員 小田桐 仙 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 植田 和子 

〃    徳増 記代子 

〃    乾 紳一郎 

 

 

  



 

被災者の生活再建を支援する制度改正を求める意見書 

 

今年４月、阪神・淡路大震災級のＭ７．３を示した熊本地震は、体に感じ

る余震だけでも１０００回を大幅に超え、被害住宅も９万棟を超す大きな傷

跡を残した。また東日本大震災から５年たった今でも、１７万４０００人も

の被災者が、プレハブの仮設住宅などで不自由な避難生活を強いられ、震災

関連死が３４００人となっている。 

一日も早い復旧・復興には、被災者の生活や生業の再建が欠かせない。そ

こで政府に対し、下記の点について取り組むよう求める。 

記 

１ 被災者生活支援法の支給金額を引き上げること。 

２ 被災者生活再建支援法人に対する国庫補助の割合を引き上げること。 

３ 支給対象世帯を半壊世帯等にも拡充できるよう弾力化を図ること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

２０１６年６月２２日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

内閣府特命担当大臣 河野 太郎 様 
（防災担当） 

総務大臣   高市 早苗 様 

財務大臣   麻生 太郎 様 

 

千葉県流山市議会  

 


